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１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 協議案件 

 

（１）空き家実態調査の実施結果について・・・・・・・・・・・資料１ 

 

（２）危険老朽空き家除却費補助金の利用状況について・・・・・資料２ 

 

（３）改正空家法の概要について・・・・・・・・・・・・・・・資料３ 

 

 

４ その他 

   

５ 閉 会 
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（１）空き家実態調査の実施結果について

１．調査期間 令和５年１０月１２日（木）～令和５年１２月１４日（木）
※現地調査実施期間

２．委託業務受注者 株式会社ナカノアイシステム秋田支店
（委託期間：令和５年７月７日～令和６年２月２９日）

３．調査総数 1,637件（前回調査(H30)：1,483件）

４．空き家件数（前回調査（H30）との比較） 単位：件

R5 H30 比較 R5 H30 比較 R5 H30 比較 R5 H30 比較

八幡平 192 128 64 101 48 53 77 69 8 14 11 3

尾去沢 170 114 56 93 44 49 72 68 4 5 2 3

十和田 274 188 86 158 59 99 92 111 △19 24 18 6

大湯 236 164 72 144 64 80 66 87 △21 26 13 13

花輪 505 374 131 270 148 122 182 192 △10 53 34 19

計 1,377 968 409 766 363 403 489 527 △38 122 78 44

※総合的な適正管理度

５．今後の対応方針

・ 実態調査の結果について、所有者等へ文書通知を行う。

→空き家バンクへの登録、継続した適正管理及び除却支援等の紹介など。

・

・

・ 改正空家法に伴う、市対策計画の見直しを行う。

管理がやや不十分であり、今すぐ倒壊や建築材の飛散等の危険はない
が、管理が行き届いていない部分もあるもの。

おおむね適正に管理されており、小規模の修繕により再利用が可能なもの。

市民課窓口における手続き等の際にアンケートの配布を行う。
→転出届や死亡届があった際に、今後、所有者や管理者となる予定の方に対しアン
ケート票を配布することで、空き家対策に向けた情報収集を実施する。

管理が不十分であり、倒壊や建築材の飛散など危険度や周囲への影響が
高いもの。

空き家判定件数
総合的な適正管理度別内訳

レベル３

おおむね適正に管理されている。

管理がやや不十分である。

管理が不十分である。

レベル１

レベル１ レベル２

管理が不十分なレベル３の空き家について、緊急度調査の実施（毎年度春～夏にかけ
実施）
→空き家の周囲への影響について定期的なパトロールを行うなどの経過観察を行い、
所有者等への適正管理を求めるほか、解体意向の物件については、危険老朽空き家除
却費補助金の活用を含め、解体までの手続きを支援する。

レベル２

レベル３

地区

資料１
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